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1. 日本における薬物犯罪対策についての講義。
2. 都道府県警察や科学警察研究所をはじめとする薬物取締関係施設の視察。
3. 参加国の薬物情勢、取締状況、課題や今後の取り組み等についての発表。
4. 薬物犯罪取締分野における効果的な国際協力に関する参加者間での討議。
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【案件目標】
日本や世界各国の薬物犯罪情勢、薬物犯罪に対する効果的な捜査・取締りに関する知見や経験
を共有し、薬物犯罪捜査における国際協力の基盤となる人的ネットワークの構築を推進するこ
と。

【成果】
1.日本や参加国の薬物犯罪情勢や取締状況に関する情報等を共有する。
2.適正かつ科学的な薬物犯罪捜査に関する日本の取組みについて理解する。
3.薬物犯罪取締分野における効果的な国際協力について、参加者間で共通認識を得る。
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【対象組織】
中央政府の薬物犯罪取締機関

【対象人材】
1. 中央政府の薬物犯罪取締機関の課長又
はこれに相当する上級幹部。
2. 薬物犯罪取締の捜査指揮に関する経験
を有する者。
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対象国の条件：

副分野課題：

日本は、世界的に乱用が拡大している覚醒剤について半世紀以上にわたる取締りの経験・知見を有し、薬物犯罪に対して最新の分析・鑑定
技術を活用した捜査を推進している。本研修では覚醒剤をはじめとする世界の薬物情勢と、取締りに関する日本や参加国の知見・経験を共
有するとともに、研修を通じ、国境を越えて敢行される薬物犯罪に対処するために必要な人的ネットワークの構築を行う。
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